
　　　　

　　　

　私
わたし

たちの社
しゃかい

会には今
いま

なお多
おお

くの「差
さ べ つ

別」があ
りますが、同

ど う わ
和地

ち く
区出

しゅっしん
身であることや同

ど う わ
和地

ち く
区

に住
す

んでいることを理
り ゆ う

由とした差
さ べ つ

別が「同
ど う わ

和
問
もんだい

題」と言
い

われるもので、「部
ぶ ら く

落差
さ べ つ

別」などとも呼
よ

ばれています。福
ふくおかけん

岡県では、昭
しょうわ

和 56 年
ねん

より７月
がつ

を「同
ど う わ

和問
もんだい

題啓
けいはつ

発 強
きょうちょう

調 月
げっかん

間」と定
さだ

めて、県
けんない

内の
市
しちょうそん

町村とともに様
さまざま

々な啓
けいはつ

発事
じぎょう

業を行
おこな

っています。
 　「誰

だれ
かが言

い
っているから、多

た ぶ ん
分そうだろう」と

信
しん

じて行
こうどう

動することがありませんか？根
こんきょ

拠のな

い思
おも

い込
こ

みにより、人
ひと

を傷
きず

つけたり、信
しんらい

頼関
かんけい

係
をなくしたりすることがあります。
　同

ど う わ
和問

もんだい
題をはじめとする様

さまざま
々な差

さ べ つ
別をなくす

ためには、私
わたし

たち一
ひ と り

人ひとりが正
ただ

しい理
り か い

解と
認
にんしき

識を深
ふか

め、人
じんけん

権意
い し き

識を高
たか

めていくことが大
たいせつ

切
です。差

さ べ つ
別したり、差

さ べ つ
別されたりする社

しゃかい
会は誰

だれ

にとっても住
す

みにくいものです。
　見

み
ようとしなければ差

さ べ つ
別は見

み
えません。身

み ぢ か
近

なところから変
か

えていきましょう。
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７月は「同和問題啓発強調月間」７月は「同和問題啓発強調月間」

同和問題啓発強調月間　人権講演会

同和問題啓発強調月間　映画上映会

■講師／徳井 健太さん（平成ノブシコブシ）
■その他／入場無料・予約不要・託児無料（要予約）・手話通訳あり
■申込・問／住民課 人権男女共同参画室
☎ 093・434・1958  　
メール jinken-danjyo@town.kanda.lg.jp
※託児利用の方は７月 22 日㊊までにお申し込みください。
メールで申し込む際は「７月 26 日講演会託児申込」とし、お子様のお名前、
年齢、保護者（付添者）氏名、電話番号を記入のうえお申込みください。
※駐車場台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご来場ください。

僕、

ヤングケアラー
でした。

ｖ

2024年
7月26日（金）

講演 15:00～16:00
開場 14:00
苅田町立中央公民館
大ホール

同和問題啓発強調月間苅田町人権講演会

ヤングケアラー とは、
本来大人が担うと想定されている「家事や家族の世話」

などを日常的に行っている子どものことです。勉強や部活、
友人との他愛ない時間など、「子どもとしての時間」と
引き換えに、家事や家族の世話をしていることがあります。
声を上げられないヤングケアラーたちのSOSに、周りが

どのように気づき、どのような支援をしていけばいいのか。
この機会に一緒に考えてみませんか？

お問い合わせ
苅田町役場 住民課 人権男女共同参画室
TEL 093-434-1958
※託児をご利用の方は事前予約をお願いします。

主催 苅田町・苅田町教育委員会

講 師

●講師プロフィール●
小６の時、父の単身赴任が

要因となり母が精神疾患に。
引きこもる母に替わり、妹の
世話と家事・学業を両立。
当時は“ヤングケアラー当事者”
である認識もなかったが、
芸人活動を始めた頃より自覚。
講演では自身の体験全てを
さらけ出し「誰もが明るく
生きる」ヒントを提示して
いる。著書『敗北からの芸人
論』。

●手話通訳あります。
●録音・録画、写真撮影等はお断り
いたします。
●車椅子をご利用の方は受付にてお申出
ください。

平成ノブシコブシ

とくい けんた

徳井健太

「僕、ヤングケアラーでした。」
７月26日（金） 15:00～（14:00 開場）
苅田町立 中央公民館大ホール

日時
会場

QR コードでも
お申込みできます

苅
か ん だ ま ち

田町においても、部
ぶ ら く

落差
さ べ つ

別をはじめ、障
しょう

がい者
しゃ

、外
がいこくじん

国人への差
さ べ つ

別など、あらゆる差
さ べ つ

別の解
かいしょう

消をめざし、
すべての町

ちょうみん
民の基

き ほ ん て き
本的人

じんけん
権が尊

そんちょう
重される明

あか
るい町

まち
の実

じつげん
現を目

め ざ
指しています。より多

おお
くの方

かた
に様

さまざま
々な人

じんけん
権

問
もんだい

題を「他
ひ と ご と

人事」ではなく「自
じ ぶ ん ご と

分事」として考
かんが

えていただけるよう人
じんけん

権講
こうえんかい

演会を開
かいさい

催します。

同
ど う わ

和問
もんだい

題啓
けいはつ

発 強
きょうちょう

調 月
げっかん

間の取
と

り組
く

みとして、部
ぶらくもんだい

落問題をテーマにした島
しまざきとうそん

崎藤村の不
ふきゅう

朽の名
めいさく

作「破
は か い

戒」を
上
じょうえい

映します。皆
みな

さんご覧
らん

ください。

７月4日（木） 午前の部10:00～　午後の部14:00～
苅田町立図書館 AV ホール

日時
会場

■その他／入場無料・予約不要（会場の定員に達した場合は入場をお断りすることがございます）

●問／住民課 人権男女共同参画室　☎ 093・434・1958 
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熱中症は、体が暑さに慣れていない「気温が高くなり始める頃」や「湿度の高い日が続く
梅雨時」などから起こりやすいため、注意が必要です。昨年、暑さ指数 28以上を最初に観
測した日は 6月 27日で、以降 9月末までの約 8割の日が暑さ指数 28以上となっていま
した。高齢者、子ども、障がい者の方々は熱中症になりやすいので、十分に注意しましょう。

苅田町は今年もまちなか避暑地を開設します

【場所】苅田町役場（町民ホール）、北公民館、中央公民館、西部公民館、小波瀬コミュニティセンター、図書館
《協力施設》株式会社サンリブ（サンリブ苅田）、苅田郵便局、苅田駅前郵便局、
　　　　　　小波瀬郵便局、白川郵便局

【 期 間 】 ７ 月 １ 日 ㊊ ～  ９ 月 ３０ 日 ㊊

●問／子育て・健康課　健康サポート担当　☎ 093・588・1235 

暑いときは
活用してね！

広報かんだ  2024.6.25 ㉛




